
 

 

 
 

 

区の環境マネジメントシステムである「目黒区地球温暖化対策推進第三次実行計画（めぐろ  

エコ・プランⅢ）」における２０１９（令和元）年度の取組実績と、取組に対する評価について

報告します。 
 

２０１９（令和元）年度の取組結果 
 

温室効果ガス排出量・エネルギー使用量の削減 

 温室効果ガス（二酸化炭素

換算）総排出量は、基準年度で

ある２０１３（平成 25）年度

の値と比較して、１５.８％の

削減となりました。また、エネ

ルギー（原油換算）使用量につ

いては、基準年度と比較して、

３.４％の削減となりました。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

環境負荷の低減に向けた取組 

「ごみの排出量」と「紙の使用量」は、前年度以下に減らすことを目標としていますが、２０１8

（平成３０）年度と比較すると、ごみの排出量は増加しました。また、紙の使用量についても、

用紙の購入量、外注印刷物ともに増加しました。 

 

 

 

 

区 分 
２０１８ 

（平成３０） 
年度 

２０１９ 
（令和元） 

年度 
対前年度比 

排出量 １,１３０ １,１８７ ＋５.０％ 

内 
訳 

燃やすごみ ９６７ １,０１３ ＋４.８％ 

燃やさないごみ １６３ １７４ ＋６.７％ 

区 分 
２０１８ 

（平成３０） 
年度 

２０１９ 
（令和元） 

 年度 
対前年度比 

用紙の購入量 ４,３８１ ４,４７６ ＋２.２％ 

外注印刷物 ３,５５１ ４,２５０ ＋１９.７％ 

       ＜ごみの排出量＞     （単位：ｔ） ＜紙の使用量＞（単位：万枚／A4 換算）  

※外注印刷物については、２０１９（令和元）年度における選

挙の実施により、選挙公報などの大量印刷物が発生したた

め、前年度よりも大幅な増加となりました。 

＜環境保全キャラクター ちきゅうくん＞ 

第４章 
    目黒区環境マネジメント

システムの取組 

 

＜温室効果ガス排出量・エネルギー使用量と内訳＞ 

区 分 

【 基準年 】 
２０１３ 

（平成２５） 
年度 

２０１９ 
（令和元） 
年度 

対基準 
年度比 

温室効果ガス（二酸化炭素
換算）総排出量 
（t-CO2-eq） 

２３,６２７ １９,８９１ －１５.８％ 

エネルギー（原油換算）使
用量 
（kL） 

１１,５１２ １１,１２３ －３.４％ 

使 

用 

量 

内 

訳 

電気（千 kWh） ３２,６６１ ３１,８９３ －２.４％ 

都市ガス（千 m3） ２,８４２ ２,６２７ －７.６％ 

水道（千 m3） ８１６ ６８４ －１６.２％ 

下水道（千 m3） ８１５ ６８３ －１６.２％ 

ガソリン※（千Ｌ） ４８ ５６ ＋１６.７％ 

※ ガソリンは使用量ではなく購入量。 
 

 

 



 

 

２０１９（令和元）年度の取組結果に対する評価 

区民と学識経験者からなる第三者評価委員会が、「めぐろエコ・プランⅢ」の２０１９（令和元）

年度の取組結果について評価しました。評価結果を踏まえ、今後も環境負荷の低減に努めていき

ます。 

 

 

 

 

用語解説 

用語 説明 頁 

ヒートアイランド現象 

都心域の気温が郊外に比べて高くなる現象で、等温線を書くと島状に見

えるためヒートアイランド（熱の島）といわれる。人工排熱（空調排熱

や自動車からの排熱）の増加や、自然地（土、水面、緑地等）の減少が

原因で引き起こされる。 

2 

環境配慮型の道路整備 

保水性舗装（空隙を多くしたアスファルトの中に保水材を充填した構造

で、降雨により浸み込んだ水が蒸発する際の気化熱を利用した路面温度

の上昇を抑制する舗装）や遮熱性舗装（路面に太陽光の赤外線を反射す

る遮熱材を塗布した、路面温度の上昇を抑制する舗装）などがある。 

4 

5 

温室効果ガス 

太陽光線によって暖められた地表面から放射される赤外線を吸収し、大

気を暖め、一部の熱を再放射して地表面の温度を高める効果をもつガ

ス。二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素など。 

4 

16 

エコロジカル 

ネットワーク 

人と自然の共生を確保するため、生態的なまとまりを考慮した上で、自

然地域を有機的に繋いだ生態系のネットワークのこと。ネットワークの

形成により、野生生物の生息・生育空間の確保、人と自然とのふれあい

の場の提供、地球温暖化防止など、多面的な機能が発揮されることが期

待される。 

8 

光化学オキシダント 
大気中で太陽光中の紫外線を受けて、光化学反応により生成する大気汚

染物質群のうち、二酸化窒素を除いたもの。 

10 

11 

窒素酸化物 
燃料中や空気中の窒素が燃焼して酸化することにより生成する物質。健

康影響のほか、光化学オキシダントの原因物質のひとつとなる。 

10 

11 

ＢＯＤ（生物化学的酸素

要求量） 

河川の水質を表す指標のひとつで、水中の微生物が有機物を酸化・分解

するときに消費する酸素の量を示す。ＢＯＤ値が大きいほど汚濁物質

（有機物）が多く、水の汚濁が進んでいるといえる。 

10 

河床整正・浚渫 河床をならし、堆積した土砂を取り除くこと。 11 

カーボン・オフセット 
温室効果ガス排出量のうち、どうしても削減できない量の全部又は一部

を他の場所での排出削減・吸収量でオフセット（埋め合わせ）すること。 
13 

 

 

（取組全体に対する意見） 

二酸化炭素総排出量及びエネルギー使用量が削減に向かっており、省エネへの意識の

向上や努力が見られた。また、ごみ排出量並びに紙の使用量及び外注印刷物が増加して

いるが、これについては、自治体の義務的な業務により増加したものであり、日常業務

においては、ごみ・紙の削減の取組が進められていた。 

今後も、こうした取組を推進するとともに、数値化された結果だけでは見えない努力

や工夫が、評価されるような仕組みづくりを進めてほしい。 
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